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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の走行に係る運転操作の一部又は全部を自動的に行う運転支援を実行する動作態
様である運転支援モードと、前記運転支援を行わず運転者の運転操作に基づいて走行を行
う動作態様である手動運転モードとの何れかの動作態様を択一的に切換える制御手段（１
０）を備える運転支援制御装置であって、
　前記運転支援モードと前記手動運転モードとの切換えを自発的に行う自動切換モードと
、運転者の入力により前記運転支援モードをオンに指定する手動オンモードと、運転者の
入力により前記運転支援モードをオフに指定する手動オフモードとを、運転者の入力によ
って択一的に指定可能に構成されたユーザインタフェース手段（１８，３０）と、
　前記運転支援の実行の可否に関する所定の判断指標に基づいて、現時点での前記運転支
援の実行の許否を判断する判断手段（１０，Ｓ１０６，Ｓ１２２）とを備え、
　前記ユーザインタフェース手段により前記自動切換モードが指定されている条件下にお
いて、前記判断手段により前記運転支援の実行が許可されている場合、前記制御手段は前
記運転支援モードを実行する一方、前記判断手段により前記運転支援の実行が不可と判断
されている場合、前記制御手段は前記手動運転モードを実行し、
　前記判断手段により前記運転支援の実行が許可されている条件下において、前記ユーザ
インタフェース手段において前記手動オンモードを指定するスイッチが操作されたとき、
前記制御手段は前記運転支援モードを実行し、
　前記ユーザインタフェース手段は、前記判断手段により前記運転支援の実行が不可と判
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断されている場合、前記手動オンモードを指定する入力を受付けず、前記判断手段により
前記運転支援の実行が不可と判断されている場合であっても、前記自動切換モードを指定
する入力を受付けるように構成されており、
　前記判断手段により前記運転支援の実行が不可と判断されている条件下で前記ユーザイ
ンタフェース手段において前記自動切換モードが指定されている状況から、前記判断手段
により前記運転支援の実行が許可された状況に変化したときに、前記制御手段は前記手動
運転モードから前記運転支援モードに切換えるように構成されていること、
　を特徴とする運転支援制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の運転支援制御装置において、
　前記ユーザインタフェース手段における各モードの指定状況を運転者に対して提示する
指定状況提示手段（３２，３３，３４）を備えること、
　を特徴とする運転支援制御装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の運転支援制御装置において、
　前記運転支援モードが実行されている場合、運転支援実行中の状態を運転者に対して提
示し、前記運転支援モードが実行されていない場合、前記運転支援の実行の許否の状態を
運転者に対して提示する運転支援状況提示手段（３５）を備えること、
　を特徴とする運転支援制御装置。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３の何れか１項に記載の運転支援制御装置において、
　前記制御手段は、前記運転支援モードの実行中に前記判断手段により前記運転支援の実
行が不可と判断された場合、前記運転支援に基づく運転操作に対する運転者からのオーバ
ーライド操作が検出されたこと、又は運転者から前記運転支援モードの解除指示を受付け
たことを条件に、前記運転支援モードを解除して前記手動運転モードに切換えること、
　を特徴とする運転支援制御装置。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４の何れか１項に記載の運転支援制御装置において、
　前記ユーザインタフェース手段により前記自動切換モードが指定されている条件下にお
いて、前記制御手段は、前記判断手段による許可に基づいて前記手動運転モードから前記
運転支援モードに切換える場合、切換の事前に前記運転支援モードに移行することを表す
情報を報知手段（２８）を用いて運転者に対して報知すること、
　を特徴とする運転支援制御装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の運転支援制御装置において、
　前記報知手段は、運転者に対して音声情報又は表示情報を報知するものであること、
　を特徴とする運転支援制御装置。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６の何れか１項に記載の運転支援制御装置において、
　前記ユーザインタフェース手段により前記自動切換モードが指定されている条件下にお
いて、前記制御手段は、前記判断手段による許可に基づいて前記手動運転モードから前記
運転支援モードに切換える際に、運転者の動作状態を検出する動作検出手段（１６）によ
って検出された動作状態が前記運転支援モードへの移行を受入れるための受入条件を満た
すことを条件に前記運転支援モードに切換えること、
　を特徴とする運転支援制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の走行に係る運転操作を自動的に行う運転支援制御装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、車両の走行に係る運転操作を運転者に代わって自動的に行う運転支援に関する技
術が知られている（例えば、特許文献１参照）。特許文献１には、運転者の操作に基づい
て走行を行う手動走行モードと、自動制御による走行を行う自動走行モードとを、運転者
による操作に基づいて切換える技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４９７３６８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の先行技術においては、運転者による操作に基づいて手動走行モード
と自動走行モードとを切換えるようになっている。これに対し、自車両や周辺環境の状況
に応じて、手動走行（又は手動運転ともいう）モードと自動走行（又は運転支援ともいう
）モードとをシステムが自発的に切換える技術を導入することが考えられる。
【０００５】
　手動運転モードと運転支援モードとを自発的に切換え可能にする利点として、運転者の
負担を軽減できることが挙げられる。また、運転支援モードの実行中において、運転支援
の継続が困難となる状況が生じたことに運転者が気づいていなくても、運転の主権を自発
的に運転者に委譲することができることも利点として挙げられる。そこで、手動運転モー
ドと運転支援モードとの切換えを運転者の操作に基づいて行う機能と、自動で切換えを行
う機能とを共存させると共に、これらの機能を運転者が自在に扱えるようにするための仕
組みが求められる。
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものである。本発明の目的は、手動運転
モードと運転支援モードとの切換えを運転者の操作に基づいて行う機能と、自動で切換え
を行う機能とを共存させ、かつ、これらの機能を運転者が自在に扱えるようにするための
技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の運転支援制御装置は、運転支援モードと手動運転モードとを択一的に切換える
制御手段と、ユーザインタフェース手段と、判断手段とを備える。なお、特許請求の範囲
に記載した括弧内の符号は、一つの態様として後述する実施形態に記載の具体的手段との
対応関係を示すものであって、本発明の技術的範囲を限定するものではない。
【０００８】
　運転支援モードは、自車両の走行に係る運転操作の一部又は全部を自動的に行う運転支
援を実行する動作態様である。手動運転モードは、前記運転支援を行わず運転者の運転操
作に基づいて走行を行う動作態様である。ユーザインタフェース手段は、運転支援モード
と手動運転モードとの切換えに関する３つの機能を運転者の入力によって択一的に指定可
能な構成を有する。一つは、運転支援モードと手動運転モードとの切換えを自発的に行う
自動切換モードである。もう一つは、運転者の入力により運転支援モードをオンに指定す
る手動オンモードである。更にもう一つは、運転者の入力により運転支援モードをオフに
指定する手動オフモードである。
【０００９】
　判断手段は、運転支援の実行の可否に関する所定の判断指標に基づいて、現時点での運
転支援の実行の許否を判断する。ユーザインタフェース手段により自動切換モードが指定
されている条件下において、判断手段により運転支援の実行が許可されている場合、制御
手段は自動的に運転支援モードを実行する。一方、判断手段により運転支援の実行が不可
と判断されている場合、制御手段は手動運転モードを実行する。判断手段により運転支援
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の実行が許可されている条件下において、ユーザインタフェース手段において手動オンモ
ードを指定するスイッチが操作されたとき、制御手段は運転支援モードを実行する。判断
手段により運転支援の実行が不可と判断されている場合、ユーザインタフェース手段は、
手動オンモードを指定する入力を受付けない。
【００１０】
　本発明によれば、手動運転モードと運転支援モードとの切換えを運転者の操作に基づい
て行う手動オン／オフモードと、自動で切換えを行う自動切換モードとを、ユーザインタ
フェース手段を介して運転者が自在に操作できる。また、運転支援の実行が不可と判断さ
れている状況下では、手動オンモードを受付けないようにすることで、不適切な状況下で
運転支援モードが起動されることができないようになっている。これにより、手動オン／
オフモードと自動切換モードとが共存するシステムにおいて、安全性と運転者の利便性と
の両立を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】車両走行制御システムの構成を表すブロック図。
【図２】自動運転切換スイッチの構成を表す説明図。
【図３】切換処理の手順を表すフローチャート。
【図４】自動運転切換スイッチの状態の変化を表す状態遷移図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、本発明は下記の実施形態に
限定されるものではなく様々な態様にて実施することが可能である。
　［車両走行制御システムの構成の説明］
　実施形態の車両走行制御システム１の構成について、図１を参照しながら説明する。こ
の車両走行制御システム１は、本発明における運転支援の一例として、自車両の加速・操
舵・制動等の運転操作を自動的に行う自動運転を制御するシステムである。図１に例示さ
れるとおり、車両走行制御システム１は、走行制御部１０と、この走行制御部１０に接続
される各部によって構成されている。走行制御部１０には、カメラ（前方・後方）１１、
レーダ（前方・後方）１２、車車間通信機１３、路車間通信機１４、位置検出部１５、車
両状態入力部１６、地図データベース１７、操作部１８、ドライバステータスモニタ１９
、駆動制御部２０、制動制御部２１、操舵制御部２２、ペダル駆動部２３、ステアリング
ホイール駆動部２４、シート駆動部２５、エアコン制御部２６、オーディオ制御部２７、
報知部２８が接続される。
【００１３】
　走行制御部１０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、入出力インタフェース等（何れも不図示
）を中心に構成された情報処理装置である。この走行制御部１０は、自車両の加速・制動
・操舵等の運転操作を自動的に行って自車両を走行させる自動運転機能を制御する。なお
、ここでいう自動運転とは、指定された目的地まで自車両を完全に自動で走行させるもの
を含む。この他にも、例えば、車線逸脱防止支援機能（Lane Keeping Assist System）や
、車間・車線制御機能（Adaptive Cruise Control）等のように、自車両の走行に係る運
転操作の一部を担う運転支援を受ける走行も含む。
【００１４】
　走行制御部１０は、自車両の現在地と道路地図データとを比較しながら、目的地までの
経路に従って自車両を走行させる。また、カメラ１１やレーダ１２、車車間通信機１３、
路車間通信機１４により周辺車両等の他の交通や、信号、標識、道路形状、障害物といっ
た周辺状況を把握し、安全な走行に必要な加速・制動・操舵の動作を決定する。そして、
決定した動作に応じて、駆動制御部２０や制動制御部２１、操舵制御部２２等の各種アク
チュエータを作動させ、自車両を走行させる。なお、本実施形態では、走行制御部１０が
実現する機能として、自動運転を行う動作態様である自動運転モードと、自動運転を行わ
ず運転者による運転操作によって走行する動作態様である手動運転モードとの切換を行う
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制御について説明する。
【００１５】
　カメラ１１は、車両の前方及び後方それぞれに設置された撮像装置であり、自車両の前
方領域及び後方領域を撮像し、撮像された画像のデータを走行制御部１０に出力する。レ
ーダ１２は、自車両の前方及び後方それぞれの検出対象範囲に向けて電波やレーザ光を発
信し、その反射波を受信することにより対象物の有無や対象物までの距離を検出するセン
サである。本実施形態では、カメラ１１及びレーダ１２を自車両の前方及び後方に存在す
る他車両や障害物、道路形状等を認識するための光学的あるいは電磁的なセンサとして用
いることを想定している。
【００１６】
　車車間通信機１３は、他の車両に搭載された車載通信装置との間で無線通信（車車間通
信）を行う無線通信装置である。走行制御部１０は、車車間通信機１３の無線通信可能圏
内に存在する周辺車両と車車間通信を行い、当該周辺車両に関する各種情報を取得する。
本実施形態では、車車間通信機１３により他車両から取得した情報に基づき、周辺車両の
位置や速度、加速度、進行方向等の挙動を把握する用途を想定している。
【００１７】
　路車間通信機１４は、路上に設置された車両状況検出装置（路側装置）から提供される
車両検出情報を受信するための無線通信装置である。本実施形態では、路側装置によって
周辺の監視対象範囲に存在する各車両の位置や速度、加速度、進行方向等の挙動が検出さ
れ、各車両に関する車両検出情報が無線通信によりに提供される用途を想定している。走
行制御部１０は、路車間通信機１４により路側装置から受信した車両検出情報に基づき、
周辺を走行する各車両の位置や挙動を把握する。
【００１８】
　位置検出部１５は、ＧＰＳ（Global Positioning System）受信機や、ジャイロセンサ
、車速センサ（何れも不図示）等による検出結果に基づいて自車両の現在地を検出し、検
出した現在地情報を走行制御部１０に出力する。車両状態入力部１６は、車両状態を表す
各種情報を走行制御部１０に入力する。本実施形態では、車両状態を表す情報として、速
度や加速度、角速度等の自車両の挙動を計測するセンサによる計測値や、車両システム（
認知・判断系、走行制御系）の状態、運転者によるハンドル操作、アクセル操作、ブレー
キ操作等の操作信号等を想定している。
【００１９】
　地図データベース１７は、経路案内用の地図データを記憶する記憶装置である。この地
図データには、道路の結節点に対応するノードデータ、ノード間の道路区間に対応するリ
ンクデータ、ノード及びリンクに対応する属性データ、施設データ等の各種データが含ま
れる。
【００２０】
　操作部１８は、車両走行制御システム１に対する運転者からの操作指示を入力するため
のユーザインタフェースである。この操作部１８は、自動運転モードと手動運転モードと
の切換方法を指定するための自動運転切換スイッチの機能を提供する。操作部１８によっ
て具現化される自動運転切換スイッチの詳細について、図２を参照しながら説明する。
【００２１】
　図２に例示される自動運転切換スイッチ３０は、例えば、ディスプレイに表示されたグ
ラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）と、このＧＵＩと連動する操作デバイスによ
って構成されたものを想定している。ＧＵＩの操作デバイスとしては、ＧＵＩの表示に直
接触れて操作するためのタッチパネルや、遠隔に表示されたＧＵＩを手元で操作するため
の遠隔操作デバイス等が例示される。
【００２２】
　図２に例示されるとおり、自動運転切換スイッチ３０の中央部分には、三角形状のスイ
ッチ部３１が設けられている。このスイッチ部３１における三角形状の各頂点部分には、
自動切換モード、自動運転手動オンモード及び自動運転手動オフモードの３つの動作態様
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にそれぞれ対応するインジケータスイッチ３２，３３，３４が設けられている。これらの
インジケータスイッチは、モードを選択するスイッチと、スイッチのオン／オフ状態を表
示するインジケータの機能とを併せ持つ。スイッチ部３１は、操作デバイスを介して何れ
かのインジケータスイッチが指し示されることで、そのインジケータスイッチが点灯して
対応するモードに切換わると共に、他のインジケータスイッチがオフになるように制御さ
れる。
【００２３】
　インジケータスイッチ３２は、自動切換モードに対応するスイッチである。自動切換モ
ードは、自動運転モードと手動運転モードとの切換えを走行制御部１０が自発的に行う動
作態様である。インジケータスイッチ３３は、自動運転手動オンモードに対応するスイッ
チである。自動運転手動オンモードは、運転者の指示により自動運転モードをオンにする
動作態様である。インジケータスイッチ３４は、自動運転手動オフモードに対応するスイ
ッチである。自動運転手動オフモードは、運転者の指示により自動運転モードをオフにし
て手動運転モードをオンする動作態様である。また、自動運転切換スイッチ３０の右上部
分には、状態表示領域３５が設けられている。この状態表示領域３５には、自動運転の実
行状態に関する情報と、情報内容に応じて点灯するインジケータとが表示される。
【００２４】
　図１のブロック図の説明に戻る。ドライバステータスモニタ１９は、運転者の状態を観
測するための車内カメラやセンサ類により構成される。本実施形態では、ドライバステー
タスモニタ１９による観測の対象となる運転者の状態として、例えば、視線の動きや覚醒
状態、ステアリングホイールを握る握力等を想定している。
【００２５】
　駆動制御部２０は、自車両のアクセルや変速機を作動させるアクチュエータを備える制
御装置である。走行制御部１０は、自車両及び周辺の状況に基づいて演算された走行計画
に従って駆動制御部２０に制御指令を送出することにより、自車両の加減速を制御する。
制動制御部２１は、自車両のブレーキを作動させるアクチュエータを備える制御装置であ
る。走行制御部１０は、自車両及び周辺の状況に基づいて演算された走行計画に従って制
動制御部２１に制御指令を送出することにより、自車両の制動を制御する。操舵制御部２
２は、自車両の操舵装置を作動させるアクチュエータを備える制御装置である。走行制御
部１０は、自車両及び周辺の状況に基づいて演算された走行計画に従って操舵制御部２２
に制御指令を送出することにより、自車両の操舵を制御する。
【００２６】
　ペダル駆動部２３は、車両のブレーキペダルを作動させるアクチュエータである。本実
施形態では、走行制御部１０が自動運転モードから手動運転モードへの切換えを行う際に
、ペダル駆動部２３を介してブレーキを作動させることで運転者に対する注意喚起を行う
用途を想定している。ステアリングホイール駆動部２４は、自車両のステアリングホイー
ルを介して運転者の手に作用する触力覚的情報を提示するアクチュエータである。本実施
形態では、走行制御部１０が自動運転モードから手動運転モードへの切換えを行う際に、
ステアリングホイール駆動部２４を介して運転者に対して触力覚的情報を提示することで
注意喚起を行う用途を想定している。
【００２７】
　シート駆動部２５は、自車両の運転座席を介して運転者の身体に作用する触力覚的を提
示するアクチュエータである。本実施形態では、走行制御部１０が自動運転モードから手
動運転モードへの切換えを行う際に、シート駆動部２５を介して運転者に対して触力覚的
情報を提示することで注意喚起を行う用途を想定している。エアコン制御部２６は、自車
両の空調機器を制御する電子制御装置である。本実施形態では、走行制御部１０が自動運
転モードから手動運転モードへの切換えを行う際に、エアコン制御部２６を介して空調を
適度に制御（例えば、温度・風量変化、におい変化）することで運転者に対して注意喚起
を行う用途を想定している。
【００２８】
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　オーディオ制御部２７は、自車両の音響機器を制御する電子制御装置である。本実施形
態では、走行制御部１０が自動運転モードから手動運転モードへの切換えを行う際に、オ
ーディオ制御部２７を介してオーディオの再生音の音量調整や音声メッセージの出力等の
制御を行うことで運転者に対して注意喚起を行う用途を想定している。報知部２８は、運
転者に対して各種情報を報知するための出力装置である。この報知装置１７は、例えば、
画像を表示する表示装置や、音声情報を出力する音声出力装置等で具現化される。
【００２９】
　［切換処理の説明］
　走行制御部１０が実行する切換処理の手順について、図３のフローチャートを参照しな
がら説明する。
【００３０】
　Ｓ１００では、車両の起動に伴い走行制御部１０が切換処理を開始する。Ｓ１０２では
、走行制御部１０は、手動運転モードをオンにして運転者主権の動作態様に移行する。な
お、車両の起動直後においては、自動運転切換スイッチ３０の初期状態として自動運転手
動オフモードにセットすると共に、状態表示領域３５において自動運転不可の状態を表示
する（図４（１）参照）。
【００３１】
　図３のフローチャートの説明に戻る。Ｓ１０４では、走行制御部１０は、環境状態、シ
ステム状態、車両状態、及びドライバ状態に関する各種情報を取得する。具体的には、走
行制御部１０は、カメラ１１、レーダ１２、車車間通信機１３、路車間通信機１４によっ
て得られた情報に基づき、周辺車両等の他の交通や、信号、標識、道路形状、障害物とい
った周辺状況を表す情報を、環境状態に関する情報として取得する。また、走行制御部１
０は、車両状態入力部１６から入力される認知・判断系や走行制御系の車両システムにお
ける異常の有無等の状態を表す情報を、システム状態に関する情報として取得する。
【００３２】
　また、走行制御部１０は、車両状態入力部１６から入力される自車両の位置や挙動を表
す情報や、運転者によるハンドル操作、アクセル操作、ブレーキ操作等の操作情報を、車
両状態に関する情報として取得する。また、走行制御部１０は、ドライバステータスモニ
タ１９から入力される情報に基づき、運転者の視線の動きや覚醒状態、ステアリングホイ
ールを握る握力等を表す情報をドライバ状態に関する情報として取得する。
【００３３】
　Ｓ１０６では、走行制御部１０は、Ｓ１０４で取得した各種情報を判断指標として用い
て、自動運転モードの実行を許可するか否かを判定する。具体的には、走行制御部１０は
、自車両周辺の走行環境について、例えば、緊急車両の接近、悪天候、災害、道路異常（
工事）、事故等の自動運転が不可能となる異常の有無を把握し、自動運転の許否を判断す
る。また、走行制御部１０は、認知・判断系や走行制御系の車両システムについて、自動
運転が不可能となる異常の有無を把握し、自動運転の許否を判断する。自動運転モードの
実行が不可と判断された場合（Ｓ１０６：ＮＯ）、走行制御部１０はＳ１０４に戻る。一
方、自動運転モードの実行が許可と判断された場合（Ｓ１０６：ＹＥＳ）、走行制御部１
０はＳ１０８に進む。
【００３４】
　Ｓ１０８では、走行制御部１０は、自動運転切換スイッチ３０において自動切換モード
が指定されているか否かを判定する。自動切換モードが指定されている場合（Ｓ１０８：
ＹＥＳ）、走行制御部１０はＳ１１２に進む。一方、自動切換モードが指定されていない
場合（Ｓ１０８：ＮＯ）、走行制御部１０はＳ１１０に進む。Ｓ１１０では、走行制御部
１０は、自動運転切換スイッチ３０において自動運転手動オンモードが指定されているか
否かを判定する。自動運転手動オンモードが指定されていない場合、すなわち自動運転手
動オフモードが指定されている場合（Ｓ１１０：ＮＯ）、走行制御部１０はＳ１０４に戻
る。一方、自動運転手動オンモードが指定されている場合（Ｓ１１０：ＹＥＳ）、走行制
御部１０はＳ１１２に進む。
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【００３５】
　Ｓ１１２では、走行制御部１０は、手動運転モードから自動運転モードに移行すること
を示す情報を、報知部２８を介して運転者に対して報知する。自動運転モードに移行する
ことを示す情報の報知は、表示又は音声出力によって行う。Ｓ１１４では、走行制御部１
０は、自動運転モードに移行してシステム主権の自動運転制御を開始する。このとき、走
行制御部１０は、車両状態入力部１６から入力される操作情報に基づいて、運転者の動作
状態が自動運転モードに移行するための条件（例えば、ハンドル操作、アクセル操作及び
ブレーキ操作が何れも無入力）を満たす場合、完全に自動運転モードに切換える。
【００３６】
　Ｓ１１６では、走行制御部１０は、環境状態、システム状態、車両状態、及びドライバ
状態に関する各種情報を取得する。情報の取得内容については、上述のＳ１０４の手順と
同様である。Ｓ１１８では、走行制御部１０は、自動運転切換スイッチ３０において自動
切換モードが指定されているか否かを判定する。自動切換モードが指定されている場合（
Ｓ１１８：ＹＥＳ）、走行制御部１０はＳ１２２に進む。一方、自動切換モードが指定さ
れていない場合（Ｓ１１８：ＮＯ）、走行制御部１０はＳ１２０に進む。
【００３７】
　Ｓ１２０では、走行制御部１０は、自動運転切換スイッチ３０において自動運転手動オ
ンモードが指定されているか否かを判定する。自動運転手動オンモードが指定されていな
い場合、すなわち自動運転手動オフモードが指定されている場合（Ｓ１２０：ＮＯ）、走
行制御部１０はＳ１０２に戻り、手動運転モードをオンにして運転者主権の動作態様に移
行する。一方、自動運転手動オンモードが指定されている場合（Ｓ１２０：ＹＥＳ）、走
行制御部１０はＳ１２２に進む。
【００３８】
　Ｓ１２２では、走行制御部１０は、Ｓ１１６で取得した各種情報を判断指標として用い
て、自動運転モードの実行を許可するか否かを判定する。具体的な判断方法については、
上述のＳ１０６の手順と同様である。自動運転モードの実行が許可と判断された場合（Ｓ
１２２：ＹＥＳ）、走行制御部１０はＳ１１６に戻る。一方、自動運転モードの実行が不
可と判断された場合（Ｓ１２２：ＮＯ）、走行制御部１０はＳ１２４に進む。
【００３９】
　Ｓ１２４では、走行制御部１０は、自動運転モードから手動運転モードに移行すること
を示す情報を運転者に対して報知すると共に、必要に応じて運転者に対する覚醒動作を実
行する。具体的には、走行制御部１０は、ペダル駆動部２３、ステアリングホイール駆動
部２４、シート駆動部２５、エアコン制御部２６、オーディオ制御部２７、報知部２８を
単独又は複数併せて制御して、運転者に対する注意喚起を行う。例えば、走行制御部１０
が緊急車両の接近を把握した場合、その状況をディスプレイに表示したり、オーディオの
再生音量を下げた上で注意喚起のための音声メッセージを出力する。また、走行制御部１
０が運転者の覚醒度が低下（例えば眠気、居眠り）している状態を把握した場合、ステア
リングホイールやシートを震動させて運転者を覚醒させる。それでも覚醒しない場合、走
行制御部１０は瞬時のブレーキを一度又は複数回作動させる。
【００４０】
　Ｓ１２６では、走行制御部１０は、運転者について手動運転モードに移行するための受
入条件が成立したか否かを判定する。具体的には、走行制御部１０は、自動運転制御に基
づく運転操作に対して運転者によるハンドル操作、アクセル操作、ブレーキ操作等のオー
バーライド操作が入力されたことを条件に、受入条件が成立したと判定する。あるいは、
走行制御部１０は、運転者から自動運転モードの解除指示を受付けたことを条件に、受入
条件が成立したと判定する。
【００４１】
　手動運転モードに移行するための受入条件が成立していない場合（Ｓ１２６：ＮＯ）、
走行制御部１０はＳ１２８に進む。Ｓ１２８では、走行制御部１０は、受入条件の成立を
待つための規定の待ち時間が経過したか否かを判定する。規定の待ち時間が経過していな
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い場合（Ｓ１２８：ＮＯ）、走行制御部１０はＳ１２４に戻る。そして、Ｓ１２６におい
て手動運転モードに移行するための受入条件が成立したと判定された場合（Ｓ１２６：Ｙ
ＥＳ）、走行制御部１０はＳ１０２に戻り、手動運転モードをオンにして運転者主権の動
作態様に移行する。
【００４２】
　一方、Ｓ１２８において、規定の待ち時間が経過したと判定された場合（Ｓ１２８：Ｙ
ＥＳ）、走行制御部１０はＳ１３０に進む。Ｓ１３０では、走行制御部１０は、自車両を
安全な場所に自動的に退避させる緊急退避走行、又は自車両を停止させる車両停止を実施
する。
【００４３】
　［自動運転切換スイッチの状態変化に関する説明］
　モードの指定状況や自動運転の実行状況に応じたシーン別の自動運転切換スイッチ３０
の状態変化について、図４を参照しながら説明する。
【００４４】
　図４（１）の事例は、車両の起動直後における自動運転切換スイッチ３０の初期状態に
相当する。走行制御部１０は、車両起動直後に自動運転手動オフモードにセットしてイン
ジケータスイッチ３４を点灯させると共に、状態表示領域３５において自動運転不可の状
態を表示させる。
【００４５】
　図４（１）に例示される状態において自動切換モードが指定されることで、自動運転切
換スイッチ３０は図４（２）に例示される状態に遷移する。図４（２）の事例では、自動
切換モードに対応するインジケータスイッチ３２が点灯している。また、状態表示領域３
５には自動運転不可の状態が表示されている。図４（２）に例示される状態において自動
運転手動オフモードが指定された場合、自動運転切換スイッチ３０は図４（１）に例示さ
れる状態に遷移する。
【００４６】
　一方、図４（２）に例示される状態において走行制御部１０によって自動運転許可と判
定された場合、自動運転切換スイッチ３０は図４（３）に例示される状態に遷移する。こ
のとき、走行制御部１０は、自動切換モードに則って手動運転モードから自動運転モード
に切換える。図４（３）の事例では、自動切換モードに対応するインジケータスイッチ３
２が点灯している。また、状態表示領域３５には自動運転作動中の状態が表示されている
。図４（３）に例示される状態において走行制御部１０によって自動運転不可と判定され
た場合、自動運転切換スイッチ３０は図４（２）に例示される状態に遷移し、走行制御部
１０によって自動運転モードから手動運転モードに切換えられる。
【００４７】
　一方、図４（３）に例示される状態において自動運転手動オフモードが指定された場合
、自動運転切換スイッチ３０は図４（４）に例示される状態に遷移する。このとき、走行
制御部１０は、自動運転手動オフモードに則って自動運転モードから手動運転モードに切
換える。また、図４（１）に例示される状態において走行制御部１０によって自動運転許
可と判定された場合、自動運転切換スイッチ３０は図４（４）に例示される状態に遷移す
る。図４（４）の事例では、自動運転手動オフモードに対応するインジケータスイッチ３
４が点灯している。また、状態表示領域３５には自動運転許可の状態が表示されている。
【００４８】
　図４（４）に例示される状態において自動切換モードが指定された場合、自動運転切換
スイッチ３０は図４（３）に例示される状態に遷移し、走行制御部１０によって手動運転
モードから自動運転モードに切換えられる。また、図４（４）に例示される状態において
自動運転不可と判定された場合、自動運転切換スイッチ３０は図４（１）に例示される状
態に遷移する。
【００４９】
　一方、図４（４）に例示される状態において自動運転手動オンモードが指定された場合
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、自動運転切換スイッチ３０は図４（５）に例示される状態に遷移する。このとき、走行
制御部１０は、自動運転手動オンモードに則って手動運転モードから自動運転モードに切
換える。また、図４（３）に例示される状態において自動運転手動オンモードが指定され
た場合、自動運転切換スイッチ３０は図４（５）に例示される状態に遷移する。図４（５
）の事例では、自動運転手動オンモードに対応するインジケータスイッチ３３が点灯して
いる。また、状態表示領域３５には自動運転作動中の状態が表示されている。
【００５０】
　図４（５）に例示される状態において自動切換モードが指定された場合、自動運転切換
スイッチ３０は図４（３）に例示される状態に遷移する。また、図４（５）に例示される
状態において自動運転手動オフモードが指定された場合、自動運転切換スイッチ３０は図
４（４）に例示される状態に遷移し、走行制御部１０によって自動運転モードから手動運
転モードに切換えられる。また、図４（５）に例示される状態において走行制御部１０に
よって自動運転不可と判定された場合、自動運転切換スイッチ３０は図４（１）に例示さ
れる状態に遷移し、走行制御部１０によって自動運転モードから手動運転モードに切換え
られる。
【００５１】
　なお、図４（※）に例示されるとおり、自動運転切換スイッチ３０は、走行制御部１０
によって自動運転不可と判定されているときに自動運転手動オンモードを指定する操作が
入力されても、自動運転手動オンモードへの切換えを行わないようになっている。つまり
、図４（※）に例示される状態は実際には成立しない。
【００５２】
　［効果］
　実施形態の車両走行制御システム１によれば、以下の効果を奏する。
　手動運転モードと自動運転モードとの切換えを運転者の操作に基づいて行う自動運転手
動オン／オフモードと、自動で切換えを行う自動切換モードとを、自動運転切換スイッチ
３０を介して運転者が自在に操作できる。また、走行制御部１０によって自動運転の実行
が不可と判定されている状況下では、自動運転手動オンモードを指定する操作を受付けな
いようにすることで、不適切な状況下で自動運転モードが起動されることができないよう
になっている。これにより、自動運転手動オン／オフモードと自動切換モードとが共存す
るシステムにおいて、安全性と運転者の利便性との両立を実現できる。
【００５３】
　自動運転切換スイッチ３０が、モードの選択状態や自動運転の実行中・許可・不可の状
態を運転者に対して提示する構成を有することで、自動運転モードと手動運転モードとの
切換えの状況を運転者が容易に把握できる。これにより、例えば、運転者がインジケータ
ランプや音声により自動運転の実行が可能になったことに気づき、自動運転手動オンモー
ドのスイッチを操作することにより、自動運転を実行させることができる。
【００５４】
　自動運転モードの実行中に自動運転の実行が不可と判断された場合、オーバーライド操
作が検出されたこと、又は運転者から自動運転モードの解除指示を受付けたことを条件に
、走行制御部１０が自動運転モードから手動運転モードに切換えるようになっている。こ
のようにすることで、運転者が手動運転モードへの切換えを受入れる態勢が整った状態で
安全に運転者に対して主権を移譲できる。
【００５５】
　走行制御部１０が手動運転モードから自動運転モードに切換える際、事前に自動運転モ
ードに移行することを表す情報を運転者に対して報知することで、運転者が自動運転モー
ドへの移行を受入れるために必要な動作状態を速やかにとることができる。そして、運転
者の動作状態が自動運転モードの受入条件を満たすことを条件に、走行制御部１０が自動
運転モードに切換えることで、運転者の受入態勢が整った状態で安全に主権をシステムに
移譲できる。
【００５６】
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　［変形例］
　上述の実施形態では、自動運転切換スイッチ３０がＧＵＩを中心に構成された事例につ
いて説明した。これとは別に、自動運転切換スイッチ３０は、３つのモードを択一的に選
択可能な機械式のスイッチと、自動運転に関する状態を提示可能なインジケータとの組合
せによって構成されるものであってもよい。
【００５７】
　走行制御部１０が自動運転モードから手動運転モードへの切換えを実行する際、運転者
により入力される運転操作が安全な範囲に収束するまでの間、自動運転が担う運転操作の
割合を徐々に減らすように構成してもよい。また、走行制御部１０が自動運転モードから
手動運転モードへの切換えを実行する際、自動的に緩やかに減速する制御を行うように構
成してもよい。
【符号の説明】
【００５８】
　１…車両走行制御システム、１０…走行制御部、１１…カメラ、１２…レーダ、１３…
車車間通信機、１４…路車間通信機、１５…位置検出部、１６…車両情報入力部、１７…
地図データベース、１８…操作部、１９…ドライバステータスモニタ、２０…駆動制御部
、２１…制動制御部、２２…操舵制御部、２３…ペダル駆動部、２４…ステアリングホイ
ール駆動部、２５…シート駆動部、２６…エアコン制御部、２７…オーディオ制御部、２
８…報知部、３０…自動運転切換スイッチ、３１…スイッチ部、３２，３３，３４…イン
ジケータスイッチ、３５…状態表示領域。

【図１】 【図２】
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